
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
七
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り

指
定
の
全
部
の
効
力
を
停
止
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

事
業
者
の
名
称 

 
 

合
同
会
社
星
空
ケ
ア 

二 

事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
白
岡
市
西
九―

八―

一 

三 

事
業
所
の
名
称 

 
 

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

ベ
ル
フ
ラ
ワ
ー 

四 

事
業
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
白
岡
市
西
九―

八―

一 

五 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

 
 

一
一
七
六
六
〇
〇
三
八
三 

六 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

訪
問
介
護 

七 

効
力
の
停
止
期
間 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 
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